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第１章 基本的な方針 

１ 計画の基本的考え方 

 

(1) 根拠 

 本行動計画は、特措法第８条の規定に基づき、都の行動計画を踏まえ策定する計画で

ある。 

 

(2) 対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。） 

ア 感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症（以下「新型インフル

エンザ」という。）  

イ 感染症法第６条第９項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエ

ンザと同様に社会的影響が大きなもの  

 

(3) 計画の基本的考え方 

本行動計画は、政府行動計画及び都行動計画に基づき、区における新型インフルエン

ザ等への対策の実施に関する基本的な方針や区が実施する対策を示し、病原性の高い新

型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性

を踏まえ、病原性が低い場合は弾力的な運用ができるよう、対策の選択肢を示すもので

ある。  

また、国、都、区、指定(地方)公共機関(※1)、医療機関、事業者及び区民等の役割を示

し、区や事業者の新型インフルエンザ等の対策が緊密に連携して推進されるよう図るも

のである。 

 加えて、区の地理的な条件や社会状況、医療体制、受診行動の特徴等も考慮しつつ、

各種対策を総合的、効果的に組み合わせてバランスの取れた対策を目指すものである。 

 

(4) 計画の推進 

本行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、平常時から教育・訓練の実

施等を通して対応能力を高めていく。また、最新の科学的な知見を取り入れながら、平常

時の訓練や発生時の対応を通じて、計画を検証し、必要に応じて修正を行っていくことと

する。 

 

 

※１ 指定(地方)公共機関 

指定公共機関は、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品の製造・販

売、電気・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの。特措法第２条

第６号に規定されている。（別添一覧表参照） 

 指定地方公共機関は、都道府県の区域において医療、医薬品の製造・販売、電気・ガスの供給、輸送、通信

その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立法人のうち、

指定公共機関以外のもので、都道府県知事が指定するもの。特措法第２条第 7号に規定されている。(別添一覧

表参照)  
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２ 対策の目的 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザ等は、ほとんどの人が新型の病原体に対する免疫を獲得していな

いため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的

影響をもたらすことが懸念されている。 

長期的には、国民の多くが罹患するものであるが、患者の発生が一定の期間に偏って

しまった場合に、医療提供のキャパシティを超える事態が想定される。そのような状況

を回避するため、感染拡大を可能な限り抑制することが必要である。  

また、罹患することにより事業者の欠勤者が多数に上り、この人的被害が長期化する

ことで社会経済に影響を与えることとなる。このため、限られた人員により必要な業務

を継続することが求められる。 

 

〇 感染拡大の可能な限りの抑制と区民の生命及び健康を保護する。 

・ 感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療体制の整備やワクチン製造のため

の時間を確保する。 

・流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減するとと

もに医療体制の強化を図ることで患者数等が医療提供のキャパシティを超えないよ

うにすることにより、必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 

・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

〇 区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。 

・地域での感染拡大防止策等により、欠勤者の数を減らす。  

・事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務又は区民生活及び経済活動

の安定に寄与する業務の維持に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護する。 

２ 区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。 

〈対策の効果 概念図〉 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画（内閣官房） 
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３ 被害想定 

新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因（出現した新型インフルエンザウイ

ルスの病原性や感染力等）や宿主側の要因（人の免疫の状態等）、社会環境など多くの要

素に左右される。また、病原性についても高いものから低いものまで様々な場合があり得

るため、その発生の時期も含め、事前にこれらを正確に予測することは不可能である。 

都の行動計画では、政府行動計画を参考に、人口の集中する東京の特性を考慮し、都

民の約 30％が罹患するものとして流行予測を行っている。 

本行動計画においては、都の予測値をもとにして、都と区の人口比率から区の予測値

を算定した。 

実際に新型インフルエンザが発生した場合には、この想定を超える事態もあり得ると

いうことを念頭に置いて対策を検討することが重要である。 

 健康被害については、罹患した患者が全て医療機関を受診するものとして、被害予測

を行った。入院患者数は、国が患者調査から試算した「入院患者：外来患者」の比率を

参考に、死亡割合はアメリカでのアジアかぜの死亡率を参考に算出している。 

 その他、社会・経済的な影響としては、従業員本人の罹患や家族の罹患等により、従

業員の最大 40％程度が欠勤することが想定されている。 

 また、1日最大患者数は、有病期間を軽症者 7日間、重症者では 14日間、死亡の場合

は 21日間と仮定して算定されている。 

 

〈台東区の流行規模・被害想定〉 

健康被害 項目 患者数等 

流行予測による被害 

外来受診者数 53,400人 

入院患者数 4,100人 

死亡者数  (インフルエンザ関連死亡者数)※ 200人 

流行予測のピーク時の被害 

１日新規外来患者数 700人 

１日最大患者数 5,300人 

１日新規入院患者数 50人 

１日の最大必要病床数 370床 

 

〈東京都の流行規模・被害想定〉 

健康被害 項目 患者数等 

流行予測による被害 

外来受診者数 3,785,000人 

入院患者数 291,200人 

死亡者数 (インフルエンザ関連死亡者数)※ 14,100人 

流行予測のピーク時の被害 

１日新規外来患者数 49,300人 

１日最大患者数 373,200人 

１日新規入院患者数 3,800人 

１日の最大必要病床数 26,500床 

※「インフルエンザ関連死亡者数」： インフルエンザの流行によって、インフルエンザによる直接死

亡だけでなく、インフルエンザ感染を契機とした急性気管支炎や肺炎などの呼吸器疾患のほか、循環

器疾患、脳血管疾患、腎疾患などを死因とする死亡も増加することが知られており、インフルエンザ

の流行評価の指標の一つとされている。 
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４ 発生段階の考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、感染の段階に応じて講ずるべき対応が異なることか

ら、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができるよう、

あらかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めて

おく必要がある。 

対策は都内全域の感染状況を踏まえて、都と連携して実施することが必要なため、発生

段階については、都行動計画で定める区分にあわせた６区分とする。 

名称は、未発生期、海外発生期、国内発生早期（都内では未発生）、都内発生早期、都

内感染期及び小康期とする。  

また、医療現場においては、患者数により対応が大きく異なる。このため、患者の接触

歴が追えなくなった時点で「都内感染期」に移行するが、これを３つのステージにさらに

区分し、きめ細かい医療提供体制を整備する。  

発生段階の移行については、東京都新型インフルエンザ等対策本部（以下「都対策本部」

という。）の決定による。 

 

＜新型インフルエンザ等の発生段階＞ 

政府行動計画  

 
都・区 状態 

国 地方 

未 発 生 期 未 発 生 期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 

海外発生期 海外発生期 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 

国内発生

早期 

地域未発

生期 
国内発生早期 

国内で患者が発生しているが全ての患者の接触歴を

疫学調査で追える状態で、都内では患者が発生してい

ない状態 

地域発生

早期 
都内発生早期 

都内で新型インフルエンザ等の患者が発生している

が、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 

国
内
感
染
期 

地
域
感
染
期 

都
内
感
染
期 

＜医療体制＞ 

第一ステージ 
(通常の院内体制） 

都内で新型インフルエ

ンザ等の患者の接触歴

が疫学調査で追えなく

なった状態 

＜医療体制＞ 

患者の接触歴が疫学調査
で追えなくなり、入院勧告
体制が解除された状態 

第二ステージ 
(院内体制の強化) 

流行注意報発令レベル(10
人/定点)を目安として入
院サーベイランス(※2)等
の結果から入院患者が急
増している状態 

第三ステージ 
(緊急体制) 

流行警報発令レベル(30 人
/定点)を目安として、さら
に定点上昇中、かつ入院サ
ーベイランス等の結果か
ら病床がひっ迫している
状態 

小康期 小康期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水
準でとどまっている状態 

※２ サーベイランス 

 本来は、見張りや監視制度を意味する言葉。感染症におけるサーベイランスとは、感染症の発生状況を調査・集計す

ることにより、感染症の予防・拡大防止に役立てるシステムのこと。 
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５ 対策実施上の留意点 

区は、国、都及び指定（地方）公共機関と相互に連携協力し、新型インフルエンザ等の

発生に備え、又はその発生した時に、特措法その他の法令、国が定める基本的対処方針(※3)

に基づき、新型インフルエンザ等への対策を的確かつ迅速に実施するとともに、区内で関

係機関が実施する新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進する。  

この場合、次の点に留意する必要がある。 

(1) 基本的人権の尊重 

新型インフルエンザ等への対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することと

し、都行動計画においては、医療関係者への医療等の実施の要請、不要不急の外出の

自粛、興行場等の使用制限等の要請、臨時の医療施設の開設のための土地等の使用、

緊急物資の運送及び特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、都民の権利と自由

に制限を加える場合は、対策を実施するための必要最小限のものにするとしている。  

区においても、疫学調査の実施や患者情報の公表等、対策の実施にあたっては、個

人情報の保護をはじめ、基本的人権の配慮に努める。 

具体的には、法令の根拠があることを前提として、区民に対して十分説明し、理解

を得ることを基本とする。 

(2) 危機管理としての特措法の性格への留意 

特措法は、新型インフルエンザ等が発生し、その病原性が高く感染力が強い場合、

多数の国民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会・経済活動の縮小・

停滞を招くおそれがあり、国家の危機管理の問題として取り組む必要があるため、危

機管理を主眼において、緊急事態に備えて様々な措置を講じることができるよう制度

設計されている。  

しかし、新型インフルエンザ等が発生したとしても、病原性の程度や抗インフルエ

ンザウイルス薬等の対策の有効性などにより、新型インフルエンザ等緊急事態の措置

を講ずる必要がないこともあり得る。このため、新型インフルエンザ等の発生状況に

応じた柔軟な対応を行う必要がある。 

(3) 関係機関相互の連携・協力の確保 

区は、都対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、区内の指定（地方）公共機関等

の関係機関と協力して、総合的に対策を推進する。台東区新型インフルエンザ等対策

本部（以下「区対策本部」という。）を設置した場合には、必要に応じ、区対策本部

長から都対策本部長に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよ

う要請する。 

(4) 記録の作成・保存 

新型インフルエンザ等が発生した際は、対応を検証して教訓を得るため、区対策本

部における対策の実施に係る記録を作成・保存し、公表する。 

 

※３ 基本的対処方針 

 特措法第 18 条により、政府対策本部が、発生したウイルスの病原性や流行の状況を踏まえ、政府行

動計画のうちから対策を選択し決定する。 
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６ 対策推進のための役割分担 

新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済への影響を最小限に

するためには、医療機関、事業者、区民等の各主体が一体となって感染拡大防止に努め

るとともに、日常生活及び経済活動を維持しなければならない。新型インフルエンザ等

が発生すれば、誰もが罹患する可能性があり、互いに協力してそれぞれの役割を果たす

ことが求められる。 

 

(1) 国 

新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等への対策を的

確かつ迅速に実施し、地方自治体及び指定（地方）公共機関が実施する新型インフル

エンザ等への対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を

整備する責務を有する。  

また、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査・研究

の推進に努めるとともに、世界保健機関（ＷＨＯ）その他の国際機関及びアジア諸国

その他の諸外国との国際的な連携を確保し、新型インフルエンザ等に関する調査及び

研究に係る国際協力の推進に努める。  

新型インフルエンザ等の発生前は、「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」及び閣

僚会議を補佐する「新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁

対策会議」（以下「関係省庁対策会議」という。）の枠組みを通じ、政府一体となっ

た取組を総合的に推進する。  

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフル

エンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応をあ

らかじめ決定しておく。  

新型インフルエンザ等の発生時には、「政府対策本部」の下で基本的対処方針を決

定し、対策を強力に推進する。  

その際、医学・公衆衛生等の専門家を中心とした学識経験者の意見を聴きつつ、対

策を進める。 

 

(2) 都 

平常時には、都行動計画に基づき、実施体制の整備、関係機関との調整、資器材の

整備など、対策を推進する。 

 また、感染症法に基づき、発生動向の監視を行う。 

発生時には、国の基本的対処方針に基づき、医療提供体制の確保や感染拡大の抑制

など都行動計画で定めた対策を的確かつ迅速に実施し、区市町村及び関係機関等が実

施する新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進する。 

 

(3) 区 

平常時には本計画に基づき、体制の整備、関係機関との調整、資器材の整備などの

対策を推進すると共に感染症法に基づく発生動向の監視を行う。 

発生時には、感染拡大の抑制、住民への予防接種や生活支援など、本計画で定めた

対策を的確かつ迅速に実施し、区内の関係機関等が実施する新型インフルエンザ等へ

の対策を総合的に推進する。 
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(4) 医療機関等 

平常時には、新型インフルエンザ等の患者を診療するための院内感染防止対策や必

要となる医薬品・医療資器材の確保等の準備、診療体制を含めた診療継続計画の策定

及び地域における医療連携体制の整備を推進する。  

発生時には、地域の他の医療機関や関係機関と連携して、診療体制の強化を含め、

発生状況に応じた医療を提供するよう努める。 

 

(5) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

 平常時には、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を特措法に基づいて策定

し、体制の整備など対策を推進する。 

発生時には、国、都及び区と相互に連携協力し、区民生活が維持できるよう医療機

能及び社会経済活動維持のための業務を継続する。 

 

(6) 登録事業者 

特措法第28条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は区民生活及び

社会機能維持に寄与する業務を行う事業者については、それぞれの社会的責任を果た

すことができるよう、平常時から、職場における感染予防策の実施や重要業務の事業

継続などの準備を積極的に行う。  

発生時には、事業活動を継続するよう努め、国、都、区等の新型インフルエンザ等

への対策の実施に協力する。 

 

(7) 一般の事業者 

平常時には、新型インフルエンザ等の発生に備え、職場における感染予防策や体制

の整備に努める。 

 発生時には、職場における感染予防策を実施し、国、都、区等が行う新型インフル

エンザ等への対策に協力する。 

  特に、感染拡大防止の観点から、多数の者が集まる施設を管理する事業者や催物を

主催する事業者については、特措法に基づく施設の使用制限の要請等に協力するなど

感染防止のための措置の徹底に努める。 

 

(8) 区民 

平常時には、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動など知識

の習得に努めるとともに、季節性インフルエンザに対しても励行している手洗い、マ

スク着用、咳エチケット等の個人でも可能な感染予防策を実践するよう努める。 

 また、発生時に備えて、食料品・生活必需品等の備蓄に努める。 

発生時には、都や区等からの情報に注意し、個人でも可能な感染予防策の実践や、

罹患が疑われる場合における医療機関の受診ルール等を守り、感染拡大防止に努める。 

 


